
本リーフレットは、令和５年度厚生労働科学研究費補助金「治療と仕事を両立する患者に対する継続的な支援の実態

と方策の検討(22JA0201)」（研究代表者：産業医科大学 永田 昌子）によって作成されました。

当事者の方向け

治療と仕事を“継続”して両立するために
治療の目途が立ち仕事に復帰した後も、治療や症状の変化、また職場の変化などによって、働きづら

さや治療しづらさなどの困りごとが生じることがあります。

そんな時は、病院（担当医・看護師）や職場（上司・同僚・産業保健スタッフ・人事労務担当者など）や支援

機関に相談し、乗り越える工夫を模索しましょう。

“働き着続けること”で得られる喜びは多くありますが、困難なこともあります。
治療を受けている人にとってはなおさらです。

「薬の副作用については薬剤師」「職場での困りごとについては産業保健スタッフ」
など相談内容ごとに相談しやすい人がいるといいですね！

休業するとき、復職の目処がついたとき

2. 相談が必要になりやすいタイミング

治療や症状に変化があるとき

通院の頻度や治療の副作用が仕事に影響

する場合があります！

職場の状況が変化したとき がん患者 難病患者

■ 1年間で治療法が変化した
■ 変わらない

時間が経つにつれて職場の理解や配慮の

姿勢が変化した、と感じることがあります。

がん患者 難病患者

■ 1年間で職場環境が変化した
■ 変わらない

ホルモン療法による“ほてり”が悪化したため、
個別に扇風機を設置して対応した

会社の事業撤退に伴って職場が変わり、これま
で受けていた配慮を受けられなくなった。

普段から自身の症状や治療の状況などを報告しておくと、いざという

ときに相談しやすいです。

1. 相談できる人の確保

病院 担当医・看護師・薬剤師・ソーシャルワーカー・心理師・がん診療連携

拠点病院・がん相談支援センターの相談員・栄養士・理学療法士・

作業療法士・言語聴覚士など

職場 上司・同僚・産業保健スタッフ・人事労務担当者

支援機関 産業保健総合支援センター、ハローワークの障害者相談窓口

難病相談支援センター、地域の患者会など
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╲ がんでも対象となることがあります╱

産業保健総合支援センター

病院からの依頼に応じて、両立支援促進員の派遣・相談窓口の設置が行われてい

ます。企業からの依頼に応じて、当事者の職場に支援者が出向いた調整をします。

時間の経過とともに制限が不要になることも

医療機関に、職場への医療情報の共有（意見書）を依頼するとよいでしょう。
意見書

3. 有用な情報

がん相談支援センター

役立つ情報の一部をご紹介します。

患者さんだけでなく、ご家族やその病院に通っていない地域の方々なども無料で

利用することができ、主に面談または電話で相談することができます。

くも膜下出血：経過観察によって再出血

のリスクが軽減したと考えられる時点で、

職場で就労制限の緩和が検討された。

心筋梗塞：植え込み型除細動器（ICD）

植え込み後、自動車運転を控えていたが、

都道府県公安委員会で運転可能の確認

がとれたため、運転業務が許可された。

働ける体調であれば一度職場復帰することで、
╲ 受給期間を温存することできます /

障害年金制度

病気やけがなどで重度の障害が残った65歳未満の方に、年金を早くから支給す

る制度です。人工肛門の造設、咽頭部摘出を受けた方のほか、日常生活で介助が

不可欠な方や生活や仕事に著しい制限を受ける状態になった方でも受給できるこ

とがあります。

まずは医療機関の医療ソーシャルワーカーや、市町村役場の窓口に相談しましょう。

入院

傷病で休業 出勤 休業 出勤 同じ傷病で休業

受給A 受給B 受給なし受給なし 受給C

入院 入院退院 退院 退院

手術 化学療法 治療変更 等

受給期間A+B+C= 通算して1年6ヵ月

受給A 受給B 受給C

＜例＞

傷病手当金

2022年1月の法改正により、受給開始後、途中で就労して受給していない期間
がある場合は、1年6か月に達するまで繰り越しての受給が可能となりました。

例えば、悪性腫瘍の手術後に化学療法を受ける治療スケジュールの場合、術後から化学療法開始
までの期間において、働ける体調であれば一度職場復帰することで、受給期間を温存することでき
ます。

╲ がん診療連携拠点病院に設置されています ╱
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